
議案第５１号 

 

   令和８年度埼玉県和光市一般会計補正予算（第１号） 

 

 令和８年度埼玉県和光市の一般会計の補正予算（第１号）は、次に定めるところによる。 

 （歳入歳出予算の補正） 

第１条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ２１，６８９千円を追加し、歳入歳出予

算の総額を歳入歳出それぞれ３５，０５５，６８９千円とする。 

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予

算の金額は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

 

  令和８年６月４日提出 

 

 

                        和光市長 柴﨑 光子 

 

 

      提 案 理 由 

 令和８年度埼玉県和光市一般会計の補正予算（第１号）について、地方自治法第２１８ 

条第１項の規定により、この案を提出するものである。 



第 １ 表

歳  入  歳  出  予  算  補  正

（歳入）

千円 千円 千円

款 項 補正前の額 補　正　額 計

－  1 －

16 国庫支出金 7,216,409 5,527 7,221,936

2 国庫補助金 1,553,524 5,527 1,559,051

17 県支出金 2,869,310 463 2,869,773

2 県補助金 754,909 463 755,372

20 繰入金 2,147,108 15,699 2,162,807

1 基金繰入金 2,147,105 15,699 2,162,804

歳　　　　　入　　　　　合　　　　　計 35,034,000 21,689 35,055,689



（歳出）

千円 千円 千円

款 項 補正前の額 補　正　額 計

－  2 －

3 民生費 16,706,001 17,610 16,723,611

1 社会福祉費 5,484,225 13,916 5,498,141

2 児童福祉費 9,139,354 3,694 9,143,048

5 労働費 43,335 1,700 45,035

1 労働諸費 43,335 1,700 45,035

10 教育費 3,837,694 2,379 3,840,073

2 小学校費 823,780 2,136 825,916

3 中学校費 320,070 243 320,313

歳　　　　　出　　　　　合　　　　　計 35,034,000 21,689 35,055,689





      － 4 － 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令 和 ８ 年 度 

 

 

 

埼 玉 県 和 光 市 一 般 会 計 補 正 予 算 

 

 

 

説  明  書 



１ 総 括

歳 入 歳 出 補 正 予 算 事 項 別 明 細 書

（歳 入）

款 補正前の額 補　正　額 計

千円 千円 千円

－  5 －

 16 国庫支出金 7,216,409 5,527 7,221,936

 17 県支出金 2,869,310 463 2,869,773

 20 繰入金 2,147,108 15,699 2,162,807

歳　　入　　合　　計 35,034,000 21,689 35,055,689



（歳 出）

款 補正前の額 補　正　額 計

補 正 額 の 財 源 内 訳

特　　定　　財　　源

国　県
支出金

地方債 その他
一般財源

千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円

－  6 －

  3 民生費 16,706,001 17,610 16,723,611 5,990 11,620

  5 労働費 43,335 1,700 45,035 1,700

 10 教育費 3,837,694 2,379 3,840,073 2,379 0

歳出合計 35,034,000 21,689 35,055,689 5,990 2,379 13,320














